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別記様式第 2 号 別添 

浜の活力再生プラン 

令和６～10年 

（第３期） 

 

１ 地域水産業再生委員会 

 

再生委員会の構成員 雑賀崎漁業協同組合、和歌山市 

オブザーバー 和歌山県海草振興局 

 

対象となる地域の範囲及

び漁業の種類 

和歌山市雑賀崎地区 

底びき網漁業（４６名）、一本つり漁業（７名） 

令和６年３月時点 

  

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

和歌山市雑賀崎地区は紀伊水道に面した和歌山県の北西部に位置し、主に営まれている

漁業は小型機船底びき網漁業である。主な漁獲物は、ハモ・マダイ・シタビラメ類・イカ

類・エビ類等で、その他には紀伊水道外域と瀬戸内海を回遊する多様な魚類を季節に応じ

て漁獲している。令和４年の水揚量は約 128トンと 10年前（273トン）の約 47％、水揚金

額は 197.6百万円と 10年前（371百万円）の約 51％となっており、顕著な水揚減少が長期

にわたって継続している。原因としては紀伊水道での漁獲量（資源量）の減少が最も大き

く影響し、さらに魚価の低迷や燃油・資材の高騰もあり、漁家経営が苦しく、子息に漁業

を継がすことがなく高齢化だけが進み、漁業許可が承継されることなく経営体数が年々減

少していることも要因となっている。 

本地区の特徴としては、漁港に卸売市場がなく、底びき網で漁獲した魚介類を、水揚す

る漁港で直接消費者等へ販売する「直接販売」が大きな特徴となっており、取組を始めて

10数年が経過した現在では、地元一般消費者だけでなく、市内外の飲食店や小売店、他府

県の消費者まで広く知れ渡るようになり、出漁日には新鮮な魚介類を求めて多くの来客で

賑わっている。この直接販売の取組により、通常の市場出荷にかかる資材費、氷代、運送

費、市場販売手数料などの諸経費が不要となり、所得の向上に繋がっている。 

そのほか、所得向上の取組としては、主要対象魚種の一つであるアシアカエビについて、

「紀州足赤エビ」として和海地区（当地区含む和歌山市、海南市）の漁協が連携しブラン
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ド化を推進してきたことから知名度が上がり、生きたまま購入できる大型のエビは直接販

売でも人気があり、高値で取引されている。 

  近年における懸案事項としては、資源の減少に加え、地球温暖化と黒潮大蛇行の影響か

らか、魚類の季節的な回遊が乱れており、従来漁場にない時期に漁獲される場合や、逆にあ

るべき時期にその魚種がないといった現象が頻繁にみられ、漁獲の不安定さが増し、漁業者

からの不安な声が増大している。 

 

（２）その他の関連する現状等 

雑賀崎地区は漁港を見下ろす斜面に民家が建ち並び、その風景から「日本のアマルフィ」

とも呼ばれ、岬の断崖の地形と小さな島もあり、瀬戸内海国立公園の指定特別地域となって

いる。人口は 1,106人（2020 年国勢調査）で 10年前より約 25％減少しており、市内全域と

比較しても人口減少が顕著に表れている地域であり、特に高齢化率も高く、空き家も増加し

ている。一方、漁港での直接販売の知名度向上もあり、漁港へ来訪する人も増加し、空き家

を活用した地域交流施設や来訪者向けの飲食施設もいくつかでき、閉塞的な漁村から都市と

の交流が図られる地域へと動き出している。 

 

３ 活性化の取組方針 

（１）前期の浜の活力再生プランにかかる成果及び課題等 
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（２）今期の浜の活力再生プランの基本方針 

地域の現状を踏まえた活性化の取組方針として、以下の取組を行う。 

 

１．漁業収入向上のための取組 

○販路拡大、付加価値の向上及び消費拡大 

 ①漁業者から一般消費者等への直接販売（マダイ、アジ類、イカ類等）を継続・推進し、

単価向上を図る。 

②漁協によるハモ及びアシアカエビの集荷販売を実施し、市場での取引単価向上を図る。 

 ③「紀州足赤エビ」のブランド価値向上に努め、単価向上を図る。 

○水産資源の維持・増大 

 ①資源管理協定の遵守等により水産資源の維持・増大を図る。 

 ②掃海事業の実施による漁場環境改善を図り、水産資源の維持・増大を図る。 

 ③漁獲対象魚種の種苗放流を実施し、水産資源の維持・増大を図る。 

 

２．漁業コスト削減のための取組 

 ①船底清掃、減速航行等による省燃油活動を実践し、燃費の向上を図る。 

 ②省エネ機器の導入により燃油使用量の削減を図る。 

 ③資源管理協定や漁況に応じた休漁日の設定により燃油使用量の削減を図る。 

 ④燃油高騰対策として漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し、経営の安定化を

図る。 

  

３．漁村の活性化のための取組 

①漁港における直接販売の推進により、地区外との交流機会の創出や、地元消費の促進

を図る。 

②一部の漁業者による漁業体験構想の実現による漁村活性化を図る。 

 

（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

 ・和歌山県漁業調整規則（許可の制限） 

 ・資源管理協定（定期休漁日の設定等） 

 

（４）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

 １年目（令和６年度） 所得向上率（基準年比）12.4％ 

漁業収入向上

のための取組 

○販路拡大・付加価値の向上及び消費拡大 

①漁業者から消費者への直接販売の推進 

底びき網漁業者は、取り組んでいる漁港での直接販売（マダイ、アジ

類、イカ類等）をさらに継続・推進し、より多くの一般消費者や飲食店・
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小売業者等に周知され、販売高を拡大させることで、所得向上に繋げる。

さらにこの取組により、消費者等との直接やりとりをする中で鮮度保持

や魚種選択など、相対的に雑賀崎の魚の質があがり、全体的な水揚金額

の向上へも繋げていく。 

②漁協によるハモ及びアシアカエビの集荷販売 

漁協は、底びき網のハモ及びアシアカエビについて、市場での価格が

高い活魚での取引とするため、漁業者から２種を集荷し、漁協あるいは

業者の車を手配し、市場出荷を行う。その際は、和歌山市や大阪市等の

中央卸売市場の取引価格の動向を見ながら出荷先を決め、漁業者の水揚

金額の向上に図る。 

③「紀州足赤エビ」ブランドの推進 

底びき網漁業者は、和海地区の漁協で取り組んだ「紀州足赤エビ」の

ブランドについて、地元消費者に広く認知され、直接販売でも安定・高

値で取引されるようになりブランドとして一定の評価を得ており、引き

続き水揚後の丁寧な取扱いの徹底等により、ブランド価値の維持に努め

るとともに、資源管理協定の遵守等により資源の維持を図る。 

 

○水産資源の維持・増大 

①資源管理協定の遵守等による水産資源の維持・増大 

底びき網漁業者は、資源管理協定による週２回の定期休漁に加え、漁

獲状況等に応じた不定期な休漁を示し合わせて実施し、資源の維持・増

大を図る。 

②掃海事業の実施による漁場環境改善 

底びき網漁業者は、漁場の掃海事業を実施し、紀ノ川等から流入する

海底堆積物等を除去することで漁場環境の保全及び改善に努め、漁獲量

の増加を図る。 

③漁獲対象魚種の種苗放流 

漁協及び漁業者は、和歌山市の協力のもと、ヒラメ、イサキ及び新規

魚種のキジハタ等の種苗放流を行い、資源の維持・増大を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

①省燃油活動による燃費の向上 

漁業者は、定期的な船底清掃をはじめ、操業時間の短縮、漁港と漁場

間の減速航行等を行い、燃油使用量を削減する。 

②省エネ機器の導入による燃油使用量の削減 

一部の漁業者は、省エネ機器の導入を行い、燃油使用量を削減する。 

③休漁日の設定による燃油使用量の削減 

漁業者は、資源管理協定の定期休漁や漁模様に応じた漁業者同士の取
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り決めによる休漁日を遵守し、燃油使用量を削減する。 

④漁業経営セーフティーネット構築事業への加入 

  漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し、燃油高騰

による所得減少の緩和対策を行い、漁協は組合員への漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業への加入を促進する。 

漁村の活性化

のための取組 

① 直接販売の推進による地域外との交流機会創出と地元消費促進 

漁業者による直接販売の推進により、地区内外の交流機会を創出し、

飲食施設や漁家民泊施設が出来ることで地域活性化を図るとともに、雑

賀崎の魚介類を扱う飲食店や小売店が地区内外で増え、地元消費を促進

する。 
②漁業体験による漁村活性化 

  一部の漁業者は、底びき網漁船を用いての漁業体験構想の実現に向

け、先進地の情報など入手する。 

活用する支援

措置等 

つくり育て管理する漁業推進事業（市） 

水域環境保全創造事業（国） 

ALPS処理水関連支援事業（国） 

漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

 

 ２年目（令和７年度） 所得向上率（基準年比）13.5％ 

漁業収入向上

のための取組 

○販路拡大・付加価値の向上及び消費拡大 

①漁業者から消費者への直接販売の推進 

底びき網漁業者は、取り組んでいる漁港での直接販売（マダイ、アジ

類、イカ類等）をさらに継続・推進し、より多くの一般消費者や飲食店・

小売業者等に周知され、販売高を拡大させることで、所得向上に繋げる。

さらにこの取組により、消費者等との直接やりとりをする中で鮮度保持

や魚種選択など、相対的に雑賀崎の魚の質があがり、全体的な水揚金額

の向上へも繋げていく。 

②漁協によるハモ及びアシアカエビの集荷販売 

漁協は、底びき網のハモ及びアシアカエビについて、市場での価格が

高い活魚での取引とするため、漁業者から２種を集荷し、漁協あるいは

業者の車を手配し、市場出荷を行う。その際は、和歌山市や大阪市等の

中央卸売市場の取引価格の動向を見ながら出荷先を決め、漁業者の水揚

金額の向上に図る。 

③「紀州足赤エビ」ブランドの推進 

底びき網漁業者は、和海地区の漁協で取り組んだ「紀州足赤エビ」の



6 
 

ブランドについて、引き続き水揚後の丁寧な取扱いの徹底等により、ブ

ランド価値の維持に努めるとともに、資源管理協定の遵守等により資源

の維持を図る。 

 

○水産資源の維持・増大 

①資源管理協定の遵守等による水産資源の維持・増大 

底びき網漁業者は、資源管理協定による週２回の定期休漁に加え、漁

獲状況等に応じた不定期な休漁を示し合わせて実施し、資源の維持・増

大を図る。 

②掃海事業の実施による漁場環境改善 

底びき網漁業者は、漁場の掃海事業を実施し、紀ノ川等から流入する

海底堆積物等を除去することで漁場環境の保全及び改善に努め、漁獲量

の増加を図る。 

③漁獲対象魚種の種苗放流 

漁協及び漁業者は、和歌山市の協力のもと、ヒラメ、イサキ及びキジ

ハタ等の種苗放流を行い、資源の維持・増大を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

①省燃油活動による燃費の向上 

漁業者は、定期的な船底清掃をはじめ、操業時間の短縮、漁港と漁場

間の減速航行等を行い、燃油使用量を削減する。 

②省エネ機器の導入による燃油使用量の削減 

一部の漁業者は、省エネ機器の導入を行い、燃油使用量を削減する。 

③休漁日の設定による燃油使用量の削減 

漁業者は、資源管理協定の定期休漁や漁模様に応じた漁業者同士の

取り決めによる休漁日を遵守し、燃油使用量を削減する。 

④漁業経営セーフティーネット構築事業への加入 

  漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し、燃油高騰

による所得減少の緩和対策を行い、漁協は組合員への漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業への加入を促進する。 

漁村の活性化

のための取組 

① 直接販売の推進による地域外との交流機会創出と地元消費促進 

漁業者による直接販売の推進により、地区内外の交流機会を創出

し、飲食施設や漁家民泊施設が出来ることで地域活性化を図るとと

もに、雑賀崎の魚介類を扱う飲食店や小売店が地区内外で増え、地

元消費を促進する。 

②漁業体験による漁村活性化 

  一部の漁業者は、漁業体験構想について引き続き先進地の情報入手

や実施にあたっての課題整理等を行う。 
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活用する支援

措置等 

つくり育て管理する漁業推進事業（市） 

水域環境保全創造事業（国） 

ALPS処理水関連支援事業（国） 

漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

 

 ３年目（令和８年度） 所得向上率（基準年比）14.5％ 

漁業収入向上

のための取組 

○販路拡大・付加価値の向上及び消費拡大 

①漁業者から消費者への直接販売の推進 

底びき網漁業者は、取り組んでいる漁港での直接販売（マダイ、アジ

類、イカ類等）をさらに継続・推進し、より多くの一般消費者や飲食店・

小売業者等に周知され、販売高を拡大させることで、所得向上に繋げる。

さらにこの取組により、消費者等との直接やりとりをする中で鮮度保持

や魚種選択など、相対的に雑賀崎の魚の質があがり、全体的な水揚金額

の向上へも繋げていく。 

②漁協によるハモ及びアシアカエビの集荷販売 

漁協は、底びき網のハモ及びアシアカエビについて、市場での価格が

高い活魚での取引とするため、漁業者から２種を集荷し、漁協あるいは

業者の車を手配し、市場出荷を行う。その際は、和歌山市や大阪市等の

中央卸売市場の取引価格の動向を見ながら出荷先を決め、漁業者の水揚

金額の向上に図る。 

③「紀州足赤エビ」ブランドの推進 

底びき網漁業者は、和海地区の漁協で取り組んだ「紀州足赤エビ」の

ブランドについて、引き続き水揚後の丁寧な取扱いの徹底等により、ブ

ランド価値の維持に努めるとともに、資源管理協定の遵守等により資源

の維持を図る。 

 

○水産資源の維持・増大 

①資源管理協定の遵守等による水産資源の維持・増大 

底びき網漁業者は、資源管理協定による週２回の定期休漁に加え、漁

獲状況等に応じた不定期な休漁を示し合わせて実施し、資源の維持・増

大を図る。 

②掃海事業の実施による漁場環境改善 

底びき網漁業者は、漁場の掃海事業を実施し、紀ノ川等から流入する

海底堆積物等を除去することで漁場環境の保全及び改善に努め、漁獲量

の増加を図る。 
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③漁獲対象魚種の種苗放流 

漁協及び漁業者は、和歌山市の協力のもと、ヒラメ、イサキ及びキジ

ハタ等の種苗放流を行い、資源の維持・増大を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

①省燃油活動による燃費の向上 

漁業者は、定期的な船底清掃をはじめ、操業時間の短縮、漁港と漁場

間の減速航行等を行い、燃油使用量を削減する。 

②省エネ機器の導入による燃油使用量の削減 

一部の漁業者は、省エネ機器の導入を行い、燃油使用量を削減する。 

③休漁日の設定による燃油使用量の削減 

漁業者は、資源管理協定の定期休漁や漁模様に応じた漁業者同士の

取り決めによる休漁日を遵守し、燃油使用量を削減する。 

④漁業経営セーフティーネット構築事業への加入 

  漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し、燃油高騰

による所得減少の緩和対策を行い、漁協は組合員への漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業への加入を促進する。 

漁村の活性化

のための取組 

① 直接販売の推進による地域外との交流機会創出と地元消費促進 

漁業者による直接販売の推進により、地区内外の交流機会を創出

し、飲食施設や漁家民泊施設が出来ることで地域活性化を図るとと

もに、雑賀崎の魚介類を扱う飲食店や小売店が地区内外で増え、地

元消費を促進する。 

②漁業体験による漁村活性化 

  一部の漁業者は、漁業体験構想の実現に向け、漁協組合員との調整

を図る。 

活用する支援

措置等 

つくり育て管理する漁業推進事業（市） 

水域環境保全創造事業（国） 

ALPS処理水関連支援事業（国） 

漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

 

 ４年目（令和８年度） 所得向上率（基準年比）15.5％ 

漁業収入向上

のための取組 

○販路拡大・付加価値の向上及び消費拡大 

①漁業者から消費者への直接販売の推進 

底びき網漁業者は、取り組んでいる漁港での直接販売（マダイ、アジ

類、イカ類等）をさらに継続・推進し、より多くの一般消費者や飲食店・

小売業者等に周知され、販売高を拡大させることで、所得向上に繋げる。

さらにこの取組により、消費者等との直接やりとりをする中で鮮度保持
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や魚種選択など、相対的に雑賀崎の魚の質があがり、全体的な水揚金額

の向上へも繋げていく。 

②漁協によるハモ及びアシアカエビの集荷販売 

漁協は、底びき網のハモ及びアシアカエビについて、市場での価格が

高い活魚での取引とするため、漁業者から２種を集荷し、漁協あるいは

業者の車を手配し、市場出荷を行う。その際は、和歌山市や大阪市等の

中央卸売市場の取引価格の動向を見ながら出荷先を決め、漁業者の水揚

金額の向上に図る。 

③「紀州足赤エビ」ブランドの推進 

底びき網漁業者は、和海地区の漁協で取り組んだ「紀州足赤エビ」の

ブランドについて、引き続き水揚後の丁寧な取扱いの徹底等により、ブ

ランド価値の維持に努めるとともに、資源管理協定の遵守等により資源

の維持を図る。 

 

○水産資源の維持・増大 

①資源管理協定の遵守等による水産資源の維持・増大 

底びき網漁業者は、資源管理協定による週２回の定期休漁に加え、漁

獲状況等に応じた不定期な休漁を示し合わせて実施し、資源の維持・増

大を図る。 

②掃海事業の実施による漁場環境改善 

底びき網漁業者は、漁場の掃海事業を実施し、紀ノ川等から流入する

海底堆積物等を除去することで漁場環境の保全及び改善に努め、漁獲量

の増加を図る。 

③漁獲対象魚種の種苗放流 

漁協及び漁業者は、和歌山市の協力のもと、ヒラメ、イサキ及びキジ

ハタ等の種苗放流を行い、資源の維持・増大を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

①省燃油活動による燃費の向上 

漁業者は、定期的な船底清掃をはじめ、操業時間の短縮、漁港と漁場

間の減速航行等を行い、燃油使用量を削減する。 

②省エネ機器の導入による燃油使用量の削減 

一部の漁業者は、省エネ機器の導入を行い、燃油使用量を削減する。 

③休漁日の設定による燃油使用量の削減 

漁業者は、資源管理協定の定期休漁や漁模様に応じた漁業者同士の

取り決めによる休漁日を遵守し、燃油使用量を削減する。 

④漁業経営セーフティーネット構築事業への加入 

  漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し、燃油高騰
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による所得減少の緩和対策を行い、漁協は組合員への漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業への加入を促進する。 

漁村の活性化

のための取組 

① 直接販売の推進による地域外との交流機会創出と地元消費促進 

漁業者による直接販売の推進により、地区内外の交流機会を創出

し、飲食施設や漁家民泊施設が出来ることで地域活性化を図るとと

もに、雑賀崎の魚介類を扱う飲食店や小売店が地区内外で増え、地

元消費を促進する。 

②漁業体験による漁村活性化 

  一部の漁業者は、漁業体験構想の実現に向け、漁協組合員との調整

を図り、必要な準備を行う。 

活用する支援

措置等 

つくり育て管理する漁業推進事業（市） 

水域環境保全創造事業（国） 

ALPS処理水関連支援事業（国） 

漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

 

 ５年目（令和１０年度） 所得向上率（基準年比）16.6％ 

漁業収入向上

のための取組 

○販路拡大・付加価値の向上及び消費拡大 

①漁業者から消費者への直接販売の推進 

全底びき網漁業者が取り組んでいる漁港での直接販売（マダイ、アジ

類、イカ類等）について、さらに継続・推進し、より多くの一般消費者

や飲食店・小売業者等に周知され、販売高を拡大させることで、所得向

上に繋げる。さらにこの取組により、消費者等との直接やりとりをする

中で鮮度保持や魚種選択など、相対的に雑賀崎の魚の質があがり、全体

的な水揚金額の向上へも繋げていく。 

②漁協によるハモ及びアシアカエビの集荷販売 

漁協は、底びき網のハモ及びアシアカエビについて、市場での価格が

高い活魚での取引とするため、漁業者から２種を集荷し、漁協あるいは

業者の車を手配し、市場出荷を行う。その際は、和歌山市や大阪市等の

中央卸売市場の取引価格の動向を見ながら出荷先を決め、漁業者の水揚

金額の向上に図る。 

③「紀州足赤エビ」ブランドの推進 

底びき網漁業者は、和海地区の漁協で取り組んだ「紀州足赤エビ」の

ブランドについて、引き続き水揚後の丁寧な取扱いの徹底等により、ブ

ランド価値の維持に努めるとともに、資源管理協定の遵守等により資源

の維持を図る。 
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○水産資源の維持・増大 

①資源管理協定の遵守等による水産資源の維持・増大 

底びき網漁業者は、資源管理協定による週２回の定期休漁に加え、漁

獲状況等に応じた不定期な休漁を示し合わせて実施し、資源の維持・増

大を図る。 

②掃海事業の実施による漁場環境改善 

底びき網漁業者は、漁場の掃海事業を実施し、紀ノ川等から流入する

海底堆積物等を除去することで漁場環境の保全及び改善に努め、漁獲量

の増加を図る。 

③漁獲対象魚種の種苗放流 

漁協及び漁業者は、和歌山市の協力のもと、ヒラメ、イサキ及びキジ

ハタ等の種苗放流を行い、資源の維持・増大を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

①省燃油活動による燃費の向上 

漁業者は、定期的な船底清掃をはじめ、操業時間の短縮、漁港と漁場

間の減速航行等を行い、燃油使用量を削減する。 

②省エネ機器の導入による燃油使用量の削減 

一部の漁業者は、省エネ機器の導入を行い、燃油使用量を削減する。 

③休漁日の設定による燃油使用量の削減 

漁業者は、資源管理協定の定期休漁や漁模様に応じた漁業者同士の

取り決めによる休漁日を遵守し、燃油使用量を削減する。 

④漁業経営セーフティーネット構築事業への加入 

  漁業者は、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入し、燃油高騰

による所得減少の緩和対策を行い、漁協は組合員への漁業経営セーフテ

ィーネット構築事業への加入を促進する。 

漁村の活性化

のための取組 

① 直接販売の推進による地域外との交流機会創出と地元消費促進 

漁業者による直接販売の推進により、地区内外の交流機会を創出

し、飲食施設や漁家民泊施設が出来ることで地域活性化を図るとと

もに、雑賀崎の魚介類を扱う飲食店や小売店が地区内外で増え、地

元消費を促進する。 

②漁業体験による漁村活性化 

  一部の漁業者は、漁業体験構想の実現に向け、漁協組合員との調整

を図り、必要な準備を行う。 

活用する支援

措置等 

つくり育て管理する漁業推進事業（市） 

水域環境保全創造事業（国） 

ALPS処理水関連支援事業（国） 
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漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

（５）関係機関との連携 

和歌山県漁業協同組合連合会が事業として実施するアシアカエビの買取・販売にあた

り、漁協が優先的に必要量を確保するなど積極的に協力し、販売拡大に寄与することで、

ブランド力の強化を図る。 

（６）取組の評価・分析の方法・実施体制 

取組の評価は、毎年３月に漁協より提出される事業報告の金額をチェックし、本委員会

において評価を行う。 

４ 目標 

（１）所得目標 

漁業者の所得の向上 

10％以上 

（２）上記の算出方法及びその妥当性 
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（３）所得目標以外の成果目標 

アシアカエビの単価向上 

（５％向上） 

基準年 

平成30年度～

令和4年度 

 5中3平均： 

2,940 
円/kg 

（単位） 

目標年 令和10年度： 3,087 
円/kg 

（単位） 

 

水揚額全体に占める直接販

売額の割合（５％向上） 

基準年 

平成30年度～

令和4年度 

 5中3平均： 

22.6 ％（単位） 

目標年 令和10年度： 27.6 ％（単位） 

 

（４）上記の算出方法及びその妥当性 

  所得目標の構成要素の中のうち、所得向上に貢献する取組の成果目標として、アシア

カエビの単価向上を選定した。これは、「紀州足赤えび」ブランドの推進を始め、漁港

での直接販売や漁協による集荷・出荷により総合的に価値向上を目指して取り組んでお

り、指標として妥当であると判断した。 

基準年の数値は、直近５ヶ年のうち５中３の単価の平均値とした。 

目標としては毎年１％ずつ向上させ、５年後に５％向上を目標値とした。 

 

漁村活性化に係る所得目標以外の成果目標として、水揚金額全体のうち直接販売の金

額が占める割合をサブ指標とした。これは、漁村活性化のための取組①及び②の直接的

な要因となる漁港での直接販売について、その割合が増加させることは漁港への来訪者

が増え、漁村活性化に繋がるということで指標として妥当であると判断した。 

基準年の数値は、直近５ヶ年のうち５中３の割合の平均値とした。 

目標としては、毎年１％ずつの増加を目標値とした。 

 

５ 関連施策 

活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

つくり育て管理する漁

業推進事業（市） 

中間育成した重要魚種を放流し、資源の維持・増大を図る。 
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水域環境保全創造事業

（国） 

掃海で海底蓄積物を除去することにより、漁獲量の増加を図

り、漁業所得を確保する。 

ALPS処理水関連支援事

業（国） 

船底清掃による省燃油活動や海浜清掃による漁場環境改善を図

り、漁業所得を向上させる。 

漁業経営セーフティー

ネット構築事業（国） 

燃油の高騰対策として加入し、経営の安定化を図る。 

競争力強化型機器等導

入緊急対策事業（国） 

漁獲効率向上あるいは省燃油の推進機関を導入し、漁業所得の向

上あるいは経費の削減を図る。 

 


